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令和６年３月１８日 

 

自 治 区 長 様 

                            飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ 住 民 課 ） 

 

空き缶等散在性ごみの収集活動について 

 

 私たちの町「飯南町」は、豊かな自然と文化に根ざした「生命地域」です。町では、「わが町

は美しく」として、今年も〝空き缶等散在性ごみの収集活動〟を下記のとおり実施すること

といたしました。 

つきましては、ご多忙の折とは存じますが、各自治会の皆様に周知していただき、町民あ

げての環境美化活動となりますように、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、収集方法等につきましては、事前に地区担当職員と協議していただきますよう、お

願いいたします。 

 

記 

 

１．日  時  令和６年４月１４日（日） 

           午前７時から８時３０分まで 

※降雪等、悪天候の場合は中止とし、当日６時３０分に告知放送 

で周知します。 

 

２．収集範囲  自治区内の道路、広場等 

 

３．収集方法  各自治区において自治区長の指示に従ってください。 

『カン』『ビン』『燃やせるごみ』 

『その他（陶器・ガラス類）』『その他（くつ類・プラスチック類』 

『金属類』 に分別してください。 

 

４．集積場所  収集したごみは、次の場所へ集めてください。 

赤 名 飯南町役場職員駐車場 ※場所変更※ 

来 島 来島消防防災センター駐車場 

頓 原 みせん駐車場 

志 々 さつき会館駐車場 

 

５．その他   ・家庭ゴミ、農業用廃棄物等は対象外です。 

・『 カン 』と『 ビン 』は、必ず別々の袋に分けて入れてください。 

・ペットボトルの蓋は外して、別々に収集してください。 

・指定の収集袋を使う必要はありません。ただし、肥料袋等農業関係の 

袋に入ったごみは受け付けませんのでご注意ください。 



令和 6 年 3 月 18 日 

 

自 治 区 長 様 

飯南町長 塚原 隆昭 

（ 住 民 課 ）  

 

愛護動物（ペット）の適切な飼育について 

 

 平素は町行政の推進に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 近年、愛護動物（犬や猫などのペット）の適切な飼育について、社会問題として報道される機

会が増えており、本町におきましても、ペットの飼育や管理に関するトラブルが発生しています。 

 春先（３～５月）は犬・猫ともに発情期を迎え、トラブルが発生しやすい季節です。飼い主の方

は、この機会にペットのトラブルを防ぐポイントについてご確認いただき、適切な飼育に努めて

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

○（犬・猫ともに）放し飼いをしない 

  県の条例において、犬は放し飼いをすることを禁止されており、猫は原則として屋内で飼う

ことが定められています。近隣住民とのトラブルや犬による咬傷事故を防止するためにも、

適切な方法でペットを飼育しましょう。 

○ペットを遺棄しない 

  飼育できない場合は、譲渡を検討しましょう。ペットの遺棄は愛護動物遺棄罪（１年以下の 

懲役又は 100 万円以下の罰金）となります。役場や保健所でペットの殺処分はできません。 

○不妊・去勢手術をしましょう 

不妊・去勢手術は望まない命を生み出さないことに繋がります。ペットにとっても、発情スト

レスの解消や長生きになるなど、良い結果に繋がります。 

 

※愛護動物に関するトラブルには、役場と島根県雲南保健所が一緒になって、解決にあたり

ます。愛護動物のトラブルの際は住民課までご相談ください。 

 

 

回覧 

【お問い合わせ】 

 飯南町役場住民課 

  ＴＥＬ：７６－２２１３ 



 

 

令和６年３月１８日 

 

自治区長様 

 

飯南町長 塚原 隆昭 

（保健福祉課・住民課） 

 
 

 

飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金制度について 
 

医療及び福祉従事者の確保は全国的に厳しい状況にあり、特に中山間地

域においては深刻な社会問題となっています。飯南町においても飯南病院

をはじめ各福祉施設では人材の確保に苦慮する状況が続いています。 

この制度は、こうした現状を踏まえ、町民のみなさまの生活に安心を確保

するため、将来飯南町で働く医療関係と福祉関係の従事者を育成する助成

制度です。 

つきましては、令和６年度の助成対象者を別紙のとおり募集します。 

 

 

記 

 

【募集する人員(次の職を目指す学生)】 

 ■看護師 ２名  ■介護福祉士 3 名  

 ●保育士 ２名  

   

お問い合わせ先 

 ■看護師・介護福祉士について 

飯南町保健福祉センター内 

保健福祉課 ℡0854-72-1770 

 ●保育士について 

     飯南町役場 

     住民課    ℡0854-76-2213 



令和６年度「飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金」助成対象者募集要項 
 

「飯南町に住んで良かった」と思っていただくためには、医療及び福祉従事者を確

保し町民のみなさんが安心して暮らせる環境をつくることが必要です。 

この助成金は、将来飯南病院や町内福祉施設に勤務する意思のある看護学生、福祉

従事者養成学校の学生に助成金を交付することにより、飯南町の医療を担う看護師、

福祉従事者などを育成することで、町民のみなさんの福祉の向上を図ることを目的と

しています。 

次のとおり、令和６年度の助成対象者を募集します。 

 

◇対象者 

  ・大学及び大学院の看護学科等又は看護師養成所等に在学する者 

・社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく学校又は養成所に在学する者 

  ・児童福祉法の規定に基づく学校に在学する者 

   ※飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例第２条各号に該当する者 

 

◇募集人数 

・看護師を目指す学生  ……２名 

・介護福祉士を目指す学生……３名 

・保育士を目指す学生  ……２名 

 

◇助成の要件：次の表の要件を満たすことができる者 

区     分 要     件 

看護師を目指して助成金

を受ける者 

卒業後直ちに医療機関に勤務することを原則とし、

かつ、４年以上医療機関に勤務すること。 

介護福祉士を目指して助

成金を受ける者 

卒業後直ちに福祉施設に勤務することを原則とし、

かつ、４年以上福祉施設に勤務すること。 

保育士を目指して助成金

を受ける者 

卒業後直ちに保育所に勤務することを原則とし、 

かつ、４年以上保育所に勤務すること。 

※要件を満たすことができなくなったときは、返還を求める。 

 

◇助成金の額及び助成の期間 

区     分 助成金額 摘   要 

看護師を目指す学部等に 

在学する者 

月額 50,000 円以内 最大４年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

介護福祉士を目指す学部等に 

在学する者 

月額 50,000 円以内 最大４年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

保育士を目指す学部等に 

在学する者 

月額 50,000 円以内 最大４年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

 

 

 

 

 

 裏面もご覧ください 



◇助成金の交付方法 

・在学の状況を確認し、当該年度分を一括交付 

（初年度は６月上旬、翌年度以降は５月上旬） 

 

◇助成金の申請方法 

飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付申請書を応募期間内に提出 

※添付書類 

・申込人の在学証明書（学年のわかるもの）、住民票謄本 

(在学証明書が間に合わない場合は、面接時に提出) 

・連帯保証人の住民票謄本、印鑑証明書、納税証明書、所得証明書 

 

◇応募期間 

  ・令和６年４月１日（月）～４月２２日（月） 

（郵送の場合は、締切日の消印有効） 

 

◇選考方法 

・書類審査 

・面接審査 

期 日：令和６年５月中旬（応募者に直接通知） 

会 場：飯南町保健福祉センター 

審査員：飯南町長ほか  

 

◇審査結果通知 

・令和６年５月下旬（応募者に直接通知） 

 

◇その他：下記の関係条例等にご留意ください。 

・飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例 

・飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付要綱 

・飯南町補助金交付規則 

※要件等について、ご不明な点は、下記までお問合せください。 

 

◇お申込み、お問い合わせ先 

 

■看護師・介護福祉士について 

飯南町役場 保健福祉課 

〒690-3207 島根県飯石郡飯南町頓原 2064 飯南町保健福祉センター内 

℡ 0854-72-1770  Fax 0854-72-1775 

●保育士について 

  飯南町役場 住民課 

  〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名 880 

℡ 0854-76-2213  Fax 0854-76-3950 

 

◎飯南町ホームページ： 

http://www.iinan.jp/soshiki/12/6370.html 

                    

                                   

 

 

http://www.iinan.jp/soshiki/12/6370.html
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 令和 6 年 3 月 18 日 

自 治 区 長 様 

                      飯南町長 塚 原 隆 昭 

                      （まちづくり推進課） 

 

令和６年度 飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金について 

 

平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます 

さて、本町では、若者や女性の活躍による元気あふれるまちづくりを推進するた

め、「飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金」制度をご用意しております。 

当補助金は、若者や女性の参画によるまちづくりや交流の場を広げる活動を行う団

体が活用することができます。 

上記活動を実施される場合、「飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金交付要綱」

に基づき、審査会で選考のうえ、補助金を交付します。 

つきましては、自治区内へ周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

補助対象年度： 令和 6 年度 

申請受付期間： 令和 6 年 3 月 18 日から令和 6 年 4 月 19 日（最終日 17 時必着） 

補 助 率： 補助対象経費の 10 分の 10 （上限 30 万円※千円未満切り捨て） 

提 出 書 類： 

 

 

  

            

申 請 方 法： まちづくり推進課まで提出書類をご提出ください。 

備 考： ・申請前に必ずまちづくり推進課までご相談ください。 

・予算の範囲内で実施するため、不採択、補助上限に満たない交付

決定となる場合があります。 

        ・対象事業等の詳細は募集要項をご覧ください。 

        ・採択の可否を判断する審査会は 4 月下旬の開催を想定しています。 

応募にあたっては、審査会の際にプレゼンテーション行っていた

だきますのご承知おきください。 

 

 

 

１ 企画提案申込書 ５ 定款、会則又はこれらに類する書類 

２ 事業計画書（任意様式） ６ 役員又は構成員の名簿 

３ 収支計画書（任意様式） ７ 積算根拠資料（見積書等） 

４ 団体概要書   

（連絡先）飯南町まちづくり推進課 地域振興担当 

ＴＥＬ：７６－２８６４ 

回 覧 



令和 6 年度 飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金 募集要項 

  趣旨 

 若者や女性の活躍による元気あふれるまちづくりを推進するため、若者や女性の参画によるまち

づくりや交流の場を広げる活動を行う団体に対して補助金を交付するもの。 

 

  対象事業 

①から③のすべてに該当する事業 

①補助対象団体自らが企画し、実施するもの（新たな取組みを含む） 

②若者及び女性の参画によるまちづくり及び交流の場を広げる活動 

③若者及び女性の参加機会の充実及び参加意識の高揚をはかるもの 

 

  対象者 

・町内に居住又は勤務する５人以上の方で組織されている町内の民間団体等 

・町内に事務所又は事業所等を有する企業、店舗、特定非営利活動を行う非営利団体等 

※政治活動、宗教団体又は営利を目的とする団体は対象外 

  ※すでに本補助金を 3 回活用した団体は対象外 

 

  対象経費 

補助対象経費 補助対象とならない経費 

1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機

器等を含む。) 

2 バス借上料 

3 広告宣伝費 

4 講師・司会者費用 

5 事業のための消耗品等事務経費 

1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。) 

2 賞品、景品代等 

3 参加者の旅費及び交通費 

4 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及

び参加者個人で負担すべき費用 

 

  補助率 

 ・補助対象経費の 10 分の 10 

 

  補助限度額 

 ・30 万円 

 

  留意事項 

<全体> 

・予算の範囲内で実施する 

・交付決定は令和 6 年度予算確定後行います。 

 ・補助金の交付回数は、同じ年度において同一団体は１回限り 

・備品となるもの、賃金は補助対象外 

・事業を広く周知して呼びかけるなど、対象地域等を限定しないこと 



・汎用性が高いもの（申請事業以外でも使用できる可能性のある物品等）の購入などにかかる支

出は当該支出の 3 分の 1以下の補助とすること 

 

<飲食材料費> 

・飲食材料費のうち 2分の 1 以上は参加者から徴収または自己負担とすること 

・飲食材料費は補助金額全体のうち 3 分の 1 以下とすること 

・酒類の購入は認めない 

 

  応募方法 

（１）受付期間 

令和 6 年 3 月 18 日（月）から令和 6 年 4 月 19 日（金）まで （最終日 17 時必着） 

（２）提出書類 

１ 企画提案申込書 ５ 定款、会則又はこれらに類する書類 

２ 事業計画書（任意様式） ６ 役員又は構成員の名簿 

３ 収支計画書（任意様式） ７ 積算根拠資料（見積書等） 

４ 団体概要書   

  

（３）提出先 

必ず事前にご相談いただき、応募書類を以下の宛先まで提出してください。 

※応募書類はご相談時にご案内します。 

 

〒690-3513  飯南町下赤名 880 

 飯南町まちづくり推進課 地域振興担当 

 

選考方法                                                 

審査会による審査を行い、その結果に基づき町が採択します。 

審査時期：令和 6 年 4月下旬頃を予定 

審査方法：応募した事業について、応募団体にプレゼンテーションを実施していただきます。 

なお、審査基準は、概ね以下のとおりとします。 

・費用対効果が高いものであるか。 

・実現可能な具体事業計画であるか。 

・補助金終了後も継続できる内容であるか。 

・事業が実施できる環境が整っているか。 

・地区を限らず広く周知を行えるか。    など 

 

その他 

本事業は以下の例規に則って行う。 

・飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金交付要綱 

・飯南町補助金交付規則 



令和６年度 医師・診療体制（R6.4.1～） 
（飯南病院・来島診療所・志々出張診療所・谷出張診療所） 

 
◇医師体制（常勤医師） 
院長 副院長  

角田 耕紀（総合） 三上 隆浩（歯科口腔外科） 松本 賢治（総合） 
   

   

槇野 貴文（総合） 文田 昌平（総合） 原田 愛子（総合） 
   
   
馬渕 寛也（総合）   

 

◇診療体制 

（飯南病院） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 

 

科 

1 診（再診） 松 本 原 田 馬 渕 文 田 槇 野 

2 診（初診） 原 田 槇 野 

文 田 

（1･3･5 週） 
馬 渕 松 本 

島根大医師 

（2･4 週） 

外 科 外 来 角 田 角 田 角 田  石橋(県中) 

整 形 外 科    
西(雲南) 

※予約制 
 

歯 科 口 腔 外 科 三上・和泉 三上・深石 三上・和泉 三上・深石 三上・深石 

禁 煙 外 来  日 高    

小 児 科 島根大医師   島根大医師  

産 婦 人 科 
島根大医師 

（1・3・5 週） 
    

眼 科   谷戸(島大)   

心療内科（精神科）     
今  岡 

※予約制 

（来島診療所） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 科 
午前 槇 野 日 高  日 高 文 田 

午後 馬 渕     

（志々出張診療所） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 科（午後）     安 田 

（谷出張診療所） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 科（午後）    安田(隔週)  

 




